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報告書 (案)に 対する委員修正案等について

ベージ 突
ｈ
レ 委 員 修 正 案 。意 兄 対   応  (条 )

llわ

lp lギ6イ可

この|1日題 の根底 には、420haとい

う広大な土地で長年にわた り山砂

利採取が行われた跡地 におけるこ

れ までの山砂利採取業者による埋

ル〔しと管川!の実態や行政の対応並

びに将来にわた り地下水や環境を

|力t企しつつ、どのような街づ くり

を していくのか という具体的な ビ

【修lEI L山:砂利採取の認可権者をり1

確することとビジョンについては既に

東部丘陵地整備計干Jを策定 しているた

め】

この問題の根底には、420haという広大

な土地で長年にわた り京都府知事の認

可を受け山1沙利採取が行われた跡地に

おけるこれまでの山砂利採取業者によ

る埋戻 しと管J!の実態や行政の対応並

びに将来にわた り地下水や環境を保全

しつつ、跡地利用が進まないことに対

する住民の不安感があるものと思われ

る。彼 栖委員)

○原案どお りとする。

(説りJ)

。城陽市による街づくりのビジョンの

必要性については、複数の委貝か ら

委員会で指摘されている。

。「京都府知事の認可」については、

「屈出lJ」の期間と 「認可竹J」の期

間があり、修正E突は[E確でなく、金

体の流れとして許認可庁についてこ

こでりJ示する必要はない。

ジョンが児えてこないことに対す

るイ1:民のイく安感があるものと思わ

オ孔る。
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②

3p~ド7そ可

平成16年3月 から平成17年5月

にかけて、再生土と称する建設汚

泥処叫物が10トンダンプ約16,300

台分搬入されていたことが判明し

た。

【修正理由 :再生土搬入の経緯を記載

する。】

平成16年3月から平成17年5月 にかけ

て、山砂利採取の認可の権限を有する

京都府の指導に基づき、砂利採取事業

所により山砂利採取に伴う防災調整池

の堰堤の補強筆に使用する資材として、

○原案どお りとする。

(説明)

。砂利採取の認可の権限については京

都府が有 しているが、砂利採取地の

場内で日常的に行われている堰堤、

搬入隊等の補修などは山砂利採取事

業所の判断で行われるもので、砂利

採取法に基づく京都府の指導の対象

外である。

・「資材であ り条例の対象外」 という

城陽市の解釈には疑義があるとの意

見が委員会で出されている。

公生を通 じ至壁入する公共建設発生土

や条例の許可の対象となる民間建設発

生土とは異なる扱いで再生土 と称する

建設汚泥処理物が10トンダンプ約16,30

0台分搬入されていたことが判明 した。

(栗栖委員)
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③

9p118そ子

また、砂利採取に伴い必要となる

埋戻しについては、砂利採llR法に

基づく砂利採収計画の審査対象で

あるが、条例では、砂利採取計画

の知事への認可中請前に、市長と

事前協議を行い、協定を締結する

こととされてお り、市長と協議が

整った条件が知事へ認可申請され

ることとされている。

【修正理由 :市 の条例の事前協議にお

ける事前1/JJ議基準の事項ではない。】

また、砂利採取に伴い必要となる埋戻

しについては、砂利採取法に基づく砂

利採収計画の審査対象である。また、

条例では、砂利採取計画の知事への認

可申請前に、市長と事前協議を行い、

協定を締結することとされてお り、市

長と協議が整った条件が知事へ認可中

請されることとされているが、事前協

議基準の対象とはされていない。

(栗栖委員)

○原案どお りとする。

(説明)

・埋戻しについては、事前協議基準の

対象か否かに関わ らず、そもそも許

可制とされている。
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④

9p上12行

なお、砂利採取計Wiの審査は、砂

利採取法 11は、災害防止の観点か

ら行われることとされている。ま

た、本件のように、事業者が堰堤、

搬入路、法画等の補修を行う行為

については、砂利採取法第17条に

規定する採取計卍1に定めるべき事

項に該当しないので、審査対象外

とされている。

【修正理由 :防災調整池の堰堤補強行

為はまさに防災 Lの必要な行為 と思わ

れる。】

なお、砂利採取計画の審査は、砂利採

取法上は、災害防止の観点か ら行われ

ることとされている。本件に関係する

防災調整池は災害の防止のための施設

○原案どお りとする。

(説明)

・事業者が事業所内において 日常的に

行 う補修行為については、砂利採取法

逐条解説及び京都府砂利採取計画認可

基準によると、砂利採取法第17条に規

定する採取計画に定めるべき事項 とは

なっていない。であり、補修行為については、指導対

象としている。 (栗栖委員)
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⑤

9pド14行予

ただ、これに対 しては、■i化上の

搬入について山砂利採取事業者が

【修正埋山 :再 生上の搬入を条例で許

可 したことはなく誤解された記述であ

る。】(左柵下線部分を削除)

ただ、これに対 しては、土砂 も埋戻 し

の 「資材」であるので、「資材」につい

ても現行条例で対応することは十分可

能ではないかとの委員の意見も出され

たところである。(栗栖委員)

○修正案を踏まえ、次のとお り改正す

る。

(説明)

・条例で許可 した計画と典なる行為が

行われれ再生土が搬入されたのであ

れば、当然条例の改善命令の対象に

なるとの意見が委員会であった

(改正案)

ただ、 これに対 しては、再生上が搬人

された条件について、山砂利採取事業

者が土砂の搬入に当たって条例に基づ

く城陽市の手続きを経ていた事実が明

らか となった こととの整合性の勝1題

や、そもそも土砂も雌戻しの 「資材」

であるので、「資材」についても現行

条例で対応することは十分可能ではな

いかとの委員の意見も出されたところ

である。

条例に基づ く城陽市の手続きを経

ていた事実が明 らか となった こと

との整合性の問題や、そ もそ も土

砂も埋戻 しの 「資材」であるので、

「資材」についても現行条例で対

応することは |‐分可能ではないか

との委員の意見も出されたところ

である。
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⑥

10p~ド1イ11

llP戻し場所での 日視検査を実施

(平成 19年 11月か ら実施。ただ

し、監視員は4名 で、常時すべて

の叫戻し場所を監視する体制とは

【修正理由 :巡視員の名称や巡視方法

を正確に記載する。】

埋戻し場所での目視検査を実施 (平成1

9年10月か ら実施。ただ し、巡視員は 4

名で、埋戻 し実施事業所を巡回 して確

○修正案を踏まえ、次のとお り改rにす

る。

(説明)

。体制が不十分であるとの委員か らの

指摘があった。

(改正案)

埋戻し場所での目視校査を実施 (平成

19年 10月から実施。ただし、巡視員

は4名 で、埋戻し実施事業所を巡回し

て確認しているが、常時すべての埋戻

し実施事業所を監視する体制とはなっ

ていない。)

なっていない。)

認している。) (栗 栖委員)
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④

12pド4行

さらに、委員会の議論の中では、

城陽市の東部丘陵地がその姿 を変

えるほど、山砂利採収が長期間に

わた り行われていることが、将来

にわたる不安感 につながっている

と考え られるとの意見があった。

住 民の不安 感 を払拭す るため に

は、防災両だけでな く、地下水、

環境の保全を含む総合的で具体的

な地域計山iを住民にわか りやす く

示す ことが必要である。

【修正理山 :砂 利採取認可権者を明確

にする。市では既に東部丘陵地整備計

画を策定していることを記載する。】

さらに、委員会の議論の中では、城陽

市の東部丘陵地がその姿を変えるほど、

山砂利採llXが京都府知事の認可を受け、

長期間にわた り行われていることが、

将来にわたる不安感につながっている

と考えられるとの意見があった。住民

の不安感を払拭するためには、平成19

年5月に策定された 「東部丘陵地整備計

○修正案を踏まえ、次のとお り改正す

る。

(説明)

。「東部丘陵地1整備計画」は環境面で

の計画がないこと、再生土搬入後に

作成された計画にもかかわらず、そ

のことが一切触れ られてないことか

ら、不十分であるとの意見が委員会

であった。

(改正案)

「…示すことが必要であるとする意兄

が出された。」画」の早期の具体化が必要である。(栗

栖委員)
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③

16p112イf

なお、城陽市において、街づくり

や水源保全等の観点、あるいは住

民の1百祉の増進を図るという観点

から、平成19年10月に起きた不法

投棄事件に対 し城陽市が公社に対

【修正理由 :市 が公社に対 して行なっ

た対応は搬入された産業廃棄物 に対す

る措置ではないので性質が異なるもの

である。】

なお、本件においても再生土が搬入さ

れた経過を明らかにした上で、必要な

範囲に限定 して撤去を含む行政指導を

行い、事業者の同意が得 られれば、こ

れを行 うことが可能であることを付言

する。

○修正案を踏まえ、次のとお り改正す

る。

(説明)

・京都府は覆土の行政指導を行ってお

り、委員会としては、その行政指導

は妥当であると評価 している。

・城陽市も行政指導の主体として行政

指導を行うことは可能であるとの意

兄が委員会であった。

・城陽市の委員から度々撤去の方法が

検討できないか という意見があっ

た。

(改高案)

なお、城陽市において、街づくりや水

源保全等の観点、あるいは住民の福祉

の増進を図るという観点から、必要な

範囲に限定 して撤去を含む行政指導を

行い、事業者の同意が得 られれば、こ

れを行うことが可能であることを付言

する。

して行った対応策のように、本件

においても必要な範囲に限定 して

撤去を含む行政指導を行い、事業

者の同意が得 られれば、これを行

うことが可能であることを付言す

る。
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③

16pド17そf

今後、山砂利採取業者、近畿砂利

協同組合、公社、城陽市、同市議

会、京都府等が対策検討会議を設

け、現地 。現場 を踏 まえた対応策

を早急 に打ち出 し、確実 に実行す

ることが重要である。

①城陽山砂利採lTx地整備公社が・

【修 1に理由 :既に既存の組織として 「山

砂利対策連絡協議会」や 「京都府山砂

利対策推進行政連絡会」が組織 されて

お り、あえて新 しい組織を設ける必要

はなく、既存組織で対応が可能 と考え

る。本件の原因となった山砂利採取に

関す る権 限の大きい組織か ら記戦す

る。】

今後、京都府、城陽市、公社及び近畿

砂利協同組合が、現地 。現場を踏まえ

た対応策を早急に打ち出し、確実に実

行することが重要である。

①京都府が・・・

②城陽市が・・・

③城陽山砂利採取地整備公社が ・・・

④山砂利採取事業者が ・・・(栗栖委

員)

○修正案を踏まえ、次のとお り改正す

る。

(説明)

・既存組織では十分な対応ができてい

ないという委員回の意見を踏まえ、

検討会議の設置を提案 しているもの

である。

・関係者の順序は、現地 。現場に近 く、

直接事業 に関わる主体者の順 とす

る。

(改正案)

今後、山砂利採取業者、近畿砂利協llil

組合、公社、城陽市、同市議会、京都

府等が対策検討会議を設け、現地 。現

場 を踏 まえた対応策 を早急 に打ち出

し、確実に実行することが重要である。

①山砂利採取事業者が ・・・

②城陽山砂利採収地4終備公社が・・・

②山砂利採取事業子が・・・

③城陽市が・・・

④京都府が・・・

③城陽市が

④京都府が
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⑩

16p下11行

公社においては、城陽市東部丘陵

地区における埋立によるまちづく

りのイ湾備という設立の趣旨に基づ

き適切な事業推進に努めるととと

もに、埋立事業を適正 ・的確に進

めるため校合 ・監視に万全を期す

必要がある。

【修正理由 :公社の設立趣旨を正確に

表現する。修復に関して指導権限があ

る林地開発の許可権限のある組織を明

記する。】

公社においては、城陽市東部丘陵地区

における埋立による山砂利採取跡地の

修復という設立の趣旨に基づき、林地

開発の許可権限を有する京都府の指導

○修正案を踏まえ、次のとお り改 lLす

る。

(説明)

。京都府の公社に対する指導について

は、「林地開発の許可権限」という

観点か ら行 うものではなく、公益法

人の適正な運営等総合的な観点から

行うべきものである。

・京都府の公社に対する指導について

は 「④京都府が誰ずべき方策につい

て」で記述 している。

(改正案)

公社においては、城陽市東部丘陵地区

における埋立による山砂利採取跡地の

修復という設立の趣旨に基づき適切な

事業推進に努めるととともに、川!立事

業を適正 ・的確に進めるため検査 。監

視に万全を期す必要がある。

の下、適切な事業推進に努めるととと

もに、埋立事業を適正 ・的確に進める

ため監視に万全を期す必要がある。(栗

柄委員)
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①

16p~ド2イ丁

・監視所を設置 した出入1司以外に

外部から埋戻し場所へ進入できな

いようにすること。

・休 日や受入時間外に埋戻し場所

に進人できないよう措置す るこ

と。

【修正理由 :搬入システムの抜本的兄

直 しによっては、監視所の数を減らす

こともありえるので、そうなると砂利

採取業が継続されている中においては

事実上不可能なこととなる。】

削除 (栗栖委員)

017ペ ージ下から5行 に次の改正案を

追加する。

(説明)

・委員会において充言があった意兄等

をまとめた提案である。

・実現可能性も含め、具体的にどのよ

うな対策をとるかは公社が半J断する

ことであるので、委員会としての提

案であること を 明確にする。

(改正案)

…構築する ことが何よ りも重要であ

る。

当委員会としては、次のとお り提案す

るが、より現場に只Jした対応策がとら

れることを期待する。
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②

18p l1 3イテ

場内管理の徹底 実効性を確保するため、「・場内管理の

徹底」の次に、次の文章を追加する。

「また、こうした事項について実施計

画を作成の上、公社に提出するなど、

実効性ある取組を望む。」(山内委員)

○修正案とお りとする。

(説llll)

。提案した改善の実効性を確保するた

めに有効な対策である。
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①

18p十二15そF

京都府においては、1砂利採取法等

所管する関係法令に基づき、広域

振興局、土木事務所、保la・所等関

係機関が、城陽市と連携 して監視

を行っているが、法に基づく罰則

規定の厳格な適用など一
層的確に

対応する必要がある。また、公社

がその設立趣旨に基づき適切に事

業推進を図るよう、公社の業務の

監督 ・指導を行う必要がある。

併せて、住民の安心 ・安全を一層

確保

するために、土砂等による埋立に

ついての規制について、条例化も

含め検討すべきである。

【修正Fl「_山 :京都府の砂利採取認可の

権限を有する行政庁 としてのま任を明

記するとともに公社の体lil強化策を具

体的に記載する】

京都府においては、砂利採収法等所管

する関係法令に基づき、広域振興局、

土木事務所、保lal所等関係機関が、城

陽市 と連携 して監視を行っているが、

法に基づ く罰,t可規定の厳格な適用など

一
層的確に対応する必要がある。とり

わけ城陽市の東部丘陵地の姿が大きく

○修正案を踏まえ、次のとお り改il:す

る。

(説明)

。京都府の権限を明確にする。

。公社への職員派遣については、委員

会で議論されていない。

(改正案)

京都府においては、東部丘陵地の姿が

大きく変貌する原因となった山砂利採

取業者による砂利採取や森林開発を所

管する行政庁として、関係法令に基づ

き、広域振興局、土木事務所、保ldl所

等関係機関が、城陽市と連携 して監視

を行っているが、法に基づく持1則規定

の厳格な適用など一層的確に対応する

必要がある。また、公社がその設立趣

旨に基づき適切 に事業推進 を図るよ

う、公社の業務の監督 。指導を行 う必

要がある。

併せて、住民の安心 ・安全を一層確保

するために、土砂等による埋立につい

ての規‖ilについて、条例化も含め検討

すべきである。

変貌する原lAlとなった砂利採取の認可

権限を有する行政庁 としての責任を重

く認識 し、住民の安心 。安全 を一層確

保す るため に、主体的に川!戻し事業 に

関わ り、まず、土砂等による埋立につ

いての規制 につ いて、条例化 を進める

べきである。

また、公社がその設立趣旨に基づき

適切に事業推進を図るよう、京都府か

らも公社 に職 員を派賠 し公ネ上の体制 を

強化 し、公社の業務の監督 。指導を行

う必要がある。(栗栖委員)
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⑭

18p~ドllイす

近畿は、他地区に比べ、甘材 となる砂 ・砂利資

源の乏しい地区である。また、 建 設発生土その

他の建設副産物の処分地は全国的に不足 してい

るが、近畿においても、頼 りとしてきた大阪湾

フェ ニ ックス事業が問もな く終了す ることか

ら、深刻な状況にな りつつある。その中で、城

陽市東部丘陵地は、近畿では貴重な天然砂の採

取地であり、また建設発生上の処分地でもある。

政に、砂の採取と上の処分がこの地に集中し、

早急な埋め戻 しが必要なまでに砂を採取 しすぎ、

また大量の建設発生上に紛れて不良な上のみな

らず、がれき類も入 り込みやすいという環境に

なって しまった。

今回の一連の問題は、第一に、それ らに直接か

かわった人達の責任であることに問達いはない

が、この地に砂の採llRと上の処分を期待 した者

すべてが責任を感 じるべきことである。再発防

止には、近畿における骨材資源不足および建設

高J産物処分地不足の解消が不可欠であり、それ

に向け、城陽市、京都府のみならず、国土交通

省を始めとする関係行政機関、関係業界による

早急かつ効果的な対策を強く望みたい。 (山田委

員)

○往‖意兄を踏まえ18ページ ドから12行

日に改正案を追加|する。

(説明)

・近畿圏としての広域的な検討も必要

である。

(改正案)

なお、今回の問題の背景には、城陽市

東部丘陵地が、近畿では貴重な天然砂

の採取地であり、また建設発生上の処

分地でもあることがあげられる。 この

ため、建設発生土の抑舟iJや広域的な処

理のあり方について検討する必要があ

り、それに向け、地元業者や地元 白治

体のみならず、国土交通省を始めとす

る関係行政機関、関係業界による効果

的な対策が必要であると考えられる。
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①

18p下3行

19p L14行

19p上21そ子

地 下水の画養

地下水の涵養、保全

地下水の涵養、保全の観点

委員会での議論は、地下水の涵差を問

題にしたのではな く、地下水涵養源 と

して、「山砂利採取地を含む地域の、地

ド水涵養源 としての環境保全」の重要

性を指摘したもので、「地下水涵養源の

環境保全」とすべき。

「地下水の保全、地下水涵養源の環境

保全」

「地下水の保全並びに地下水涵養源を

保全する観点」(森澤委員)

○修正案のとお りとする。

(説明)

・山砂利採取地が地下水の涵養源であ

るということを正確に表現する。
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